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「・我が国の 医療費の水準について 
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  総医療費 (O 三 CD べース ) の将来推計 ( 対 GDP 比 ) 

0  2015 年度の総医療費の 対 GDP 比は 10 け 2 となり，現在の ドヰソ (10.8%) と 同水準。 

0  2025 年度には 総 E 療 費の 対 GDP 比は 12 け 2 となるが、 現在のアメリカ (13.9%/0) よりも低い。 

0  他の OECD 諸国も将来は 高齢化等により 対 GDP 比が上昇すると 予想される。 

2004 年度 2010 年度 2015 年度 2025 年度 

( 平成 16) ( 平成 22) ( 平成 27) ( ヱ F 丘尤 37) 

総医療費 (o 三 cD べース )( 兆円 ) 41 53 64 90 

対 GDP 上ヒ (% Ⅰ 8 9  1/2 10 1/2 12 1/2 

国民医療費 ( 兆円 ) 32 41 49 69 

対 GDP 比 (%) 6  ア /2 7 8 9  1/2 

総医療費 / 国民医療費 1  .2  8 Ⅰ． 2  9 Ⅰ・ 30 Ⅰ・ 3  1 

( 注 ) 総医療費は、 oEcD の手法に基づき 算出した保健医療支出であ り、 国民医療費に 加え、 介護費用の一部、 予防・公出衛生、 運営コスト、 
正常分娩費及び 一般薬の費用等を 含むものであ る。 将来推計は o 三 cD Health Data による推計値を 基に、 一定の前提により 試算を行った 

ものであ る。 

く 推計方法 ノ 

・国民医療費 は 、 平成 ]6 年度予算を足下とし、 ] 人 当たり医療費の 伸び ( 一般医療費 2 Ⅰ % 、 高齢者医療費 3.2% 平成 7 ～Ⅱ年度実績平均 ) を 前 
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・介護費用に 相当する部分は、 平成 ]6 年度予算及び 最近の認定者の 状況を足下とし、 サービス利用状況、 最近の経済状況，貸金上昇率， 

人口変動 ( 人口高齢化及び 人口増減 ) の影響、 及 び 従来国民医療費の 対象から介護保険に 移行した部分を 考慮して推計。 

・予防・公出衛生及び 運営コスト等 は 、 平成 ]3 年度の推計値を 足下に「社会保障の 給付と負担の 見通し (]6 年 5 月推計 ) 」の名目国民所得の 

伸びて伸ばして 推計。 

・その他 ( 正常分娩 費 、 一般薬等 ) ほ 、 平成 ]3 年度の推計値を 足下に上記国民医療費の 伸 びで 伸ばして推計。 
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O 三 CD 加盟国の医療費の 状況 (2001 年 ) 

出典 :O 三 CD 「 H 巨 A Ⅰ TH  DATA  2004 」 

注 ]) ト / レコ f ま 2000 年チータ 

注 2) 上記各項目の 順位は， oECD 加入国間におけるもの 

注 3) 医療費 は ついては，現地通貨で 発表の統計数値を 該当する年の 年間平均為替レートで 換算 

%) 
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「抑制すべきは 公的医療 丑 であ り，医療曲金休は 伸びてもよい」との 接玲は ついて 

0  い わゆる「混合診療」問題については ，患者の立場から 個別に見たときに 保険 外 負担が 

過大な事例があ り，国内 未 承認薬や必ずしも 高度でな い 先進技術等について 保険診療との 

併用等を求める ナ "   の   に       かつ に   するため，「 ，， 1 かつ /" 

」という国民皆保険制度の 理念を基本に 据え，「 保 

険 導入検討医療 ( 仮称 ) 」の創設等の 改革を行 う ことで合意に 至ったところ。 ( 平成 16 年「 2 

同 15 日厚生労働大臣，規制改革担当大臣による 基本的合意 ) 

0  米国においては、 公的医療保障制度の 対象者を限定し ，大部分を民間保険等で 対応して 

い るが、 

  他の先進諸国に 比して医療 穏が 高く、 かっその増大が 著ⅡⅠ 

  公的医療保障制度は 多額の給付を 要する 高 リスク層を対象としているため、 対象が 
限定されていても ，公的医療給付黄の 増大は避けられない 

・国民の約， 15%( 約 4, 500 万人 ) の 無 保険者の問題が 長年にわたり 国民的課題と 
なっている 

・福利厚生の 一環として民間団体医療保険を 提供する企業の 保険料負担増大につな 
がっている 

といった問題 @ が生じている。 

( 注 ) 米国における 公的医療保障制度としては ， 65 株以上の高齢者と 陣吉者を対象とするメディケ ア ( 連邦政府 ) 、 低所得 
者を対象とするメディケイド ( 州政府 ) があ るのみ。 
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2. 医療費の伸びに 関する分析 



 
 「社会保暉の 給付と負担の 見通し」における 将来推計の双提 1 

                    
    

0  2025 年度までの医療給付 丑は， 3% 台後半～ 4% 台前半の伸びを 示す見込み。 
0  医療給付曲の 伸びには、 人口の高齢化による 伸びも 1. 5% 程度含まれている。 
0  ] 人 当たり医療交は、 制度改正による 杉田を除いた 過去のトレンドを 踏まえ， 2. 6% の伸びを見込んでいる。 ( うち一般 

医療 廿は 2. 1%, 老人医療 丑は 3. 2%) 

う ち一般 2. 「 % 2. 1% 2. 1% 

う ち高齢者 8. 2% 3. 2% 3. 2% 

( 注 )  「人口の伸び」は、 「日本の将来推計人口」 ( 平成 14 年Ⅰ 月 ) の中位推計による。 
「人口の高輪化」は・ 年輪別にみて「 人 当たり五 % 曲の高い中高 宙 者の割合が将来増加することによる「 医 無給付 

穏の伸び」への 形廿を示したもの。 
「 1 人 当たり医療 宜 」の伸びは、 平成丁～ 1 1 年度の平均。 ただし、 加入貝の年端構成の 変化による増減 分 ( 「人口 

の 高齢化」 ) と 、 制度改正による 一時的な伸びの 瀬 少分を除いたもの。 
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Ⅰ 人 当たり医療費の 伸び率の構造 ( 平成 7 ～Ⅱ年度 ) 

  

～診療報酬明細Ⅰの 診療英日数，医療技による 分析～ 

  

0  1 人当たり医療俺の 伸びは，医療の 単価を示す「日当たり 医療 丑と 受診頻度を示すⅠ 人 当たり日数に 分解 可 

能 
0  1 日当たり医療丑の 伸びは，医療の 高度化等によるもので 経済成長率にかかわらず 3% 程度で推移 

0  1 人当たり日数の 減は 、 主に受診日数 ( 在院日数 ) 減などの適正化により 減少傾向 

年平均伸び率 (%) 
伸びの要因 

全体 フ 0 歳未満 フ 0 歳以上 

「 人 当たり医療 丑   
2.6 2 ユ 3.2 

( 人口「 人 当たり医療 俺 ) 

Ⅰ日当たり医療 丑 3. エ 2.8 3.3 
医学・薬学の 進歩による高度な 医療の開発と 普及 

( 受診「日当たり 医療 丑 ) 疾病構造の変化による 受診単価の変化 

Ⅰ 人 当たり日数 
▲ 0.5 ▲ 0.8 ▲ O ユ 

入院期間の短縮、 長期 投 菜の制限撤廃など 適正化の効果 

( 人口 1 人 当たり受診日数 ) 疾病構造の変化による 受診日数の変化 

( 注 1) 「社会保障の 給付と負担の 見通し」 ( 平成 16 年 5 月厚生封内省 ) において設定した 三 % 丈の伸びについて ，その内祝を 示したもの 

であ る。 
( 注 2) 人口の伸び，人口構造の 高齢化時による 医療丑の伸びについては ，各年で異なるためここでは、 これらの人口に 関連する伸びの 杉 

井 は ついては、 含んでいない。 
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国民医療費， GDP の伸びの比較 

 
 

(%) 

0  岩戸景気やいざなぎ 景気、 バブル景気といった 高い経済成長が 実現された時期や 健保本人 1 割 負担 

導入、 介護保険施行などの 年を除き、 国民医療丑の 伸びは名目 GDP の伸びを上回って 推移している。 
0  近年は，バブル 崩壊後の低成長の 下で、 累次の制度改正・ 医療 支 改定にもかかわらず ，国民医療 黄 
の 伸びは名目 GDP の伸びを上回っている。 
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国民 
皆 探検 ( 鋳 6.4)     

医 疾の無料化時代 ( 乎 8. り       
老人保健法 (558.2) 

/ V 岩戸景気 いさなぎ景気 
  健保本人命 穫 探検 

2 割負担施行 
， ・，神武景気，                                                                                                                                                                                                                               

バブル 
第二次 円高不況 

オイルショック 
  

バブル崩壊 
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  抑制した場合のミクロ 的影響 

3 医療給付費の 伸びを名目 GDP の伸びに 
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医療給付費の 将来推計 
( 医療給付費を 患者負担の増により GDP の伸びの範囲に 抑えるとした 場合 ) 

  医療給付費の 伸びは、 G 
DP の伸びを 之 又と程度上 虹 ""   

  患者負担の引き 上げによ 
り給付費を GDP の伸び 
の範囲に抑制するとした 
場合、 必要な給付削減額 
は徐 反 に増加し、 202 
5 年度においてほ、 約 2 
「兆円程度。 

  診療報酬の単価引き 下げ 
により対応する 場合の間 
題点は ついては、 前回 資 
料 P 1 8 を参照。 

  これをすべて 患者負担で 
賄うとした場合、 当初見 
込んだ自己負担率い 
5%) を 3 倍程度引き上 
  棚 叩 
があ る。 

  なお、 一般に患者負担を 
引き上げた場合、 医療費 
が 縮減する効果 ( 長瀬 効 
果 ) があ るといわれるが 
これを見込んだ 場合であ 
ても、 自己負担率を 34 
程度とする必要があ る。 

()8 円 ) 

  

  
        

      
2004 2o1o 20 Ⅰ 5 2025 

( 注 )  計数は「社会保障の 給付と負担の 見通し」 ( 平成 16 年 5 月推計 ) による。 ただし、 
GDP の伸びは、 「社会保障の 給付と負担の 見通し」で設定した 名目国民所得の 伸 
びと同じとしている。 一 「 0 一 



給付丑の縮小分を 自己負担増のみで 賄 う とした場合のイメージ 

0  2025 年度の医療給付費を GDP の伸びの範囲内に 抑制し，給付費の 縮小分を自 

己 負担のみで賄 う とした場合， 2025 年度の自己負担率 ( 実質 1 5%) を 2 

～ 3 倍程度 51 き上げることが 必要 

0  これは，制度の 前提の置き方により 異なるが，現在の 

3 割負担 を 6 ～ 7 割負担 に 

Ⅰ 割 負担 を 4 ～ 5 割負担 に 

引き上げることに 相当 

( 注 1) 自己負担率が 2 倍になれば高額療養丑の 負担限度額も 2 倍になるように 変化させると 仮定した 
場合 

( 注 2) 患者負担を ョ h き 上げた場合に 医療 丑が 縮減する効果を 見込むと，現在の 3 割負担を 5 ～ 6 割 負 

拒は ， 1 割負担を 3 ～ 4 割負担に引き 上げることに 相当 

( 注 3) 医療提供の効率化や 公定価格の見直しを 図ることにより ，実際の患者負担はこの 試算よりも 低 

， くなる。 
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平均的な自己負担額に 与える 影菩 ( 月額，粗 い 試算 ) 
0 高齢者世代 (70 歳代後半の高齢者夫婦世帯の 場合 ) 

14.000  円 ( 参考 : 年 全額 233.000 円 ) 

2004 年度 
Ⅰ 31.000 円 
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  医療給付 技を @GDP の伸びの範囲内に 抑えるために ，自己負担率を 現在の 10% 程度から 40% 程度に引き上げると‥・ 
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。 ( 円 ) 
O 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300.000 

( 注り医廉 提供の効率化や 公定価格の見直しを 図ることにより、 実株の患者負担はこの 拭ユ よりも低くなる。 
( 注 2) 「社会 保 肝の給付 と黄担 の 見運し 」 ( 平成 16 年 5 月厚生井祐作 ) を裾にした 拭年 。 高齢者世代の 拾村女、 自己負担額は、 老人臣 臆 受給 対窩 者の ] 人 当た 

り 拾付俺 、 自己負担額に 壬 ついて推計を 行っている。 
( 注 3) 年 全額は 、 夫が平均的収入で 40 年間就業し 、 圭がその 期 Ⅱ全て 耳 業主婦であ った世帯における 年金の受給 曲始 時の見込みであ り、 名目 額 であ る。 
( 注 4) 患者 且 担を引き上げた % 台に医宗貞 が笘漱 する効果を見込んだ % 台・ 2025 年度の医 臆 支は 231.0 ㎝ 円 、 自己負担分は 69.0 ㎝ 円 となる。 
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